
 

平成２１年５月１５日 

各  位 

会 社 名                松 尾 電 機 株 式 会 社 

代表者名       代表取締役社長執行役員 清水 巧 

（コード番号              ６９６９ 大証第２部） 

 問合せ先   執行役員総務・経理部門長  竹野井  薫 

       （ＴＥＬ ０６－６３３２－０８７１） 

 
定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成２１年５月１４日開催の取締役会において、平成２１年６月２６日開催予定の第６０

回定時株主総会に下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせい

たします。 

記 

１．変更の理由 
(１) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。）が平成21年１月５日に施行された

ことに伴い、次のとおり所要の変更を行うとともに、各変更に伴う条数の変更を行うものであり

ます。 
①決済合理化法附則第６条により、同法施行日において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する

定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第７条（株券の発行）を削除

するとともに、現行定款第９条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）の単元未満株式に係る

株券に関する規定を削除するものです。 
②決済合理化法附則第２条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30

号）が廃止されたことに伴い、現行定款第10条（単元未満株式についての権利）の「実質株主」

及び現行定款第12条（株主名簿管理人）第３項の「実質株主名簿」に関する各々の文言を削除す

るものです｡ 
③決済合理化法施行後の株主の権利行使の手続きに関する事項が株式取扱規則に定められているこ

とを明確にするため、現行定款第11条（株式の取扱い）を（株式取扱規則）に変更した上で、

「株主の権利行使に際しての手続き等について」の文言を追加するものです。 
④決済合理化法施行後は、原則として株式に関する手続きについて株主名簿管理人が直接取り扱う

ことはなくなることから、現行定款第12条（株主名簿管理人）第３項を削除するものです。 
⑤株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成し

て備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものです。 
(２) 株主各位へのサービスの拡充の観点から、会社法第194条に定める単元未満株式を買増して単元

株式にすることができる制度を導入いたしたく、定款第９条（単元未満株式の買増し）を新設す

るとともに、現行定款第10条（単元未満株式についての権利）に当該項目を追加するものであり

ます。 
 

２．変更の内容 
変更の内容は別紙のとおりであります。 
 

３．日程 
定款変更のための株主総会開催日 ６月２６日 
定款変更の効力発生日  ６月２６日 
 

以 上 



  （別紙） 
(下線部は変更箇所を示します｡) 

現 行 定 款 変 更 案 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 

 

（自己の株式の取得） 

第８条 （条文省略） 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の単元株式数は1,000株とす

る。 

当会社は、第７条の規定にかかわら 

ず、単元未満株式に係る株券を発行し

ない。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第10条 当会社の株主（実質株主を含む。以

下同じ｡）は、その有する単元未満株

式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。 

(１) 会社法第189条第２項各号に掲げ

る権利 

(２) 会社法第166条第１項の規定によ

る請求をする権利 

(３) 株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当て及び募集新株予

約権の割当てを受ける権利 

（新 設） 

 

（株式の取扱い） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は、法令または定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規則によ

る。 

 

 

（株主名簿管理人） 

第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、こ

れを公告する。 

当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿及 

び株券喪失登録簿の作成並びに備置き

その他の株主名簿、新株予約権原簿及

び株券喪失登録簿に関する事務は、こ

れを株主名簿管理人に委託し、当会社

においては取扱わない。 

 

第13条～第39条 （条文省略） 
 

（新 設） 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 （現行どおり） 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は1,000株とす

る。 

（削 除） 

 

 

 

（単元未満株式の買増し） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主

は、その有する単元未満株式の数と併

せて単元株式数となる数の株式を売り

渡すことを当会社に請求することがで

きる。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第10条 当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。 

 

(１) 会社法第189条第２項各号に掲げ

る権利 

(２) 会社法第166条第１項の規定によ

る請求をする権利 

(３) 株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当て及び募集新株予

約権の割当てを受ける権利 

(４) 前条に定める請求をする権利 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手

数料、株主の権利行使に際しての手続

き等については、法令または定款のほ

か、取締役会において定める株式取扱

規則による。 

 

（株主名簿管理人） 

第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、こ

れを公告する。 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 
第13条～第39条 （現行どおり） 

 

附 則 

 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び

備置きその他の株券喪失登録簿に関す

る事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取扱わない。 

 

第２条 前条及び本条の規定は、平成22年１

月６日をもってこれを削除する。 

以 上 


